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厚生労働省「チーム医療推進会議」に付設された「チーム医療推進のための看護業務検
討ワーキンググループ」は、6月14日の第2回会合で、看護師が実施している医行為の
実態を全国的に調べる実態調査の内容および特定看護師の養成プログラムを試行・検証
する調査事業の実施要項を了承、それぞれ実施を厚生労働省に委ねた。
「特定看護師養成調査試行事業」は、当面、この9月から来年3月までが実施期間とな
るが、来年4月以降も継続する見込みだ。専門看護師等の養成カリキュラムを有する大
学院（修士課程）のほかに、学会や研修センターなど一定条件を満たす機関が実施する養
成プログラム（研修課程）も試行事業の対象に加えた。
厚生労働省医政局看護課は、6月17日に「特定看護師養成調査試行事業」の実施要綱

を公表、8月末締め切りで応募機関の受付を開始した。申請書類等に問題がなければ厚
労省の一存で実施機関は指定される。
また、包括的指示下で特定看護師に認める「特定医行為」の範囲を定めるとともに一般

看護師が実施できる医行為の範囲を拡大・明確化する目的で実施する看護業務実態調査
は、約3,000施設8万～9万人を対象に6月末から開始、8月中に結果を取りまとめる。
厚労省は、6月14日のWGに、看護業務実態調査で看護現場における実施の有無をた

ずねるために抽出した医行為を提示した。実態調査の設計担当者はリストアップされた
168項目に「絶対的医行為も含まれている」ことを認めており、実態調査の結果によっ
ては反響を呼ぶ恐れもある。
実態調査は、医師の包括的指示を前提として医行為の有無と可否をたずねているが、

包括的指示の解釈は現場で異なる面もあり、解釈の仕方によっては調査結果が恣意的に
使われる可能性があるだけでなく、独り歩きすることが懸念される。（3面に実態調査と
試行事業の概要を掲載）

実態調査用に168の医行為をリストアップ

「チーム医療の推進に関する検討会報
告書」（3月19日）は、看護師の業務範囲
拡大や特定看護師が実施する「特定の
医行為」の範囲を決めるに当たっては、
看護業務の実態調査を実施、その結果
を踏まえて検討する必要があると、さ
らに、特定看護師の資格要件と養成課
程認定基準については、実証的な調査・
検討を行なった上で決定するべき、と
提言した。
このため厚労省はチーム医療推進会

議を設け、その第1回会合（5月12日）で、
看護業務の全国的実態調査と特定看護
師養成の試行事業を具体的に検討する
看護業務検討WGの設置を決めたが、
同WGはわずか2回の会合で、特定看護
師創出に向けた条件整備を検討する議
論を強引に収束させた。
看護業務検討WGの第1回会合（5月26
日）では、類似看護師の養成に取り組む
大学院修士課程を対象に特定看護師養
成のモデル事業を実施するという厚労
省案に、「教育の実態調査が本来の目

的ではないか」「修士課程に限らず幅広
い養成機関に門戸を開いて実証データ
を集めるべきだ」など異論が続出。①
モデル事業という呼称は使用しない、
②一定条件を満たす研修機関も対象と
するなど、厚労省案に修正を加えるこ
とが確認された。
6月14日の第2回会合に示された看護
業務実態調査は、リストアップした医
行為について「現在看護師が実施して
いるか否か」をたずねた上で、各行為
ごとに、①一般の看護師が実施するこ
とが可能か、②特定看護師が実施する
ことが可能か、③看護師は実施すべき
でないか、の3点について回答者の見
解をたずねる方法を採用している。
第1回会合に提示された案にはなか

った、「看護師が現在行っている業務
の中で、他職種による実施が適当と考
えられる業務」について、別枠で調査
する考えも示された。
神野正博委員（社会医療法人財団董

仙会理事長・全日病副会長）は「“他職

種に引き継ぐべきである”という質問」
を評価、看護師業務を他職種へ移譲す
るという視点も加味して現場の意見を
調べるべきであると主張した。
神野委員は、また、「実態調査はする
にこしたことはないが、問題は、その結
果をどう解釈するかである。必要があ
れば、さらに追加調査を行なうという
方針で臨んではどうか」とも提案した。
だが、同日のWGに、こうした具体

的な提案の是非を掘り下げる議論は期
待できなかった。それは、「6月中に看
護業務実態調査に着手、かつ、モデル
事業の指定を開始」したいと第1回会
合でスケジュールを示した厚労省にと
って、議論を深める時間的余裕がない
からである。
第2回会合で、星委員（財団法人星総

合病院理事長）は、リストアップされた
医行為に厚労省がこれまで通知で禁じ
てきた項目が入っていないか、何を基
準に“実施の有無”と“実施可能”をたず
ねるのか等を明確にする必要を示し、
調査手法と調査項目をより慎重に掘り
下げる議論を求め、拙速を戒めた。
他の委員からも、「包括的指示の定義
があいまいのまま医行為の有無をたず
ねてよいのか」「リストアップされた行
為には処方権にかかわるものもある。
回答者や集計担当者によって多様な解
釈ができる質問は排除すべきではない
か」など、短兵急にまとめた調査案に
対する不安が相次いだ。
実態調査の設計を担当した前原防衛

医大外科学講座教授（同ＷＧ委員）は
「調査でたずねている医行為は医師不
在を前提としている」ことを明らかにし
た。また、包括的指示の定義について

学会など修士課程以外の養成機関も試行に参加できる特定看護師

新薬創出加算口実の値上げ要求に「釘」
中医協総会「加算と薬価交渉は無関係」。西澤委員が厚労省見解を引き出す

6月23日の中医協総会で西澤委員（全
日病会長）は、「今日付の業界紙によると、
製薬業界は病院との価格交渉で、2010
年度改定で導入された新薬創出加算を
理由に値上げを求めているという。こ
の辺りの経緯を説明してほしい」と発
言した。
医療課の磯部薬剤管理官は、「納入

価の交渉で卸が値引きを渋る、価格引
き上げを求める動きがあると聞く。新
薬創出加算は薬価算定の方式に過ぎ
ず、流通価格の問題とは別である。そ
こで、そういう実態があれば改善してほ
しいと製薬協に申し入れた。業界から
は改善に努めるとの回答を得ている」
と説明した。
西澤委員は、さらに、「厚労省は、加

算導入によって流通価格の上昇が生じ

るという事態は想定していなかったの
か」と質したところ、同管理官は「そ
の通りである」と、想定外の事態である
という認識を示した。
この回答に、西澤委員は「承知した。

私の方から、医療機関に厚労省の見解
を伝えたい」と話を引き取ったところ、
磯部薬剤管理官は「もしかしたら加算
のルールに“乖離率を上回ることがな
いように”とあるので、そうした対応も
あったのではないか」と述べ、メーカ
ー・卸が値上げ圧力を強めている背景
事情に“理解”を示した。
こうした斟酌に、西澤委員は、「私と
しては、あくまでも、加算を理由に値
上げに走る事態は想定していなかった
というのが厚労省の回答であると承知
している」と述べ、製薬業界の“ご都合

主義”に釘をさした。
10年度薬価制度改革で新設された新

薬創出・適応外薬解消等促進加算を“根
拠に”医薬品業界が当該医薬品の値上
げに努めているのは、病院界でも周知
の事実だ。大阪府私立病院協会（生野
弘道会長）は「3～10%値上げしたいと
いう動きが出ている」と指摘する。「年
間1,000万円の値上げになる病院もあ
る。診療報酬引き上げ分が相殺されか
ねない」として、事務長会が影響額を
把握する作業を始めている。
新薬創出加算は未承認薬・適応外薬

解消の取り組みと一体に導入された。
当面2ヵ年の試行ではあるが、厚労省は
新薬加算の担保として業界に開発要請
を行なうとともに、その経過報告を受
けるなど、成果を追求するとしている。

加算の内容は、薬価改定時に、市場
実勢価格に基づく算定値に「加重平均
乖離率－2%」×0.8を加算する（改定前
薬価が上限）というもので、対象となる
新薬は、①薬価収載後15年までの後発
医薬品がない新薬、かつ、②市場実勢
価格に対する乖離率が全既収載医薬品
の加重平均乖離率を超えないもの、と
されている。
したがって、条件を満たす新薬を擁

するメーカーは、「実勢価格との乖離が
平均値を超えないこと」というルールを
盾に値引率の縮小に取り組んでいるわ
けだが、「加算が適用されないと困る」
ことを口実にいたずらな値上げを迫っ
たり、総価取引から外して個別価格を
求めるという思惑もみられる。
西澤委員の質問によって、医療課は

「加算を価格交渉の口実に使うべきで
はない」という認識を示したことにな
るが、引き続きウオッチが求められる
問題ではある。

看護業務調看護業務調査と査と並行して養成試行養成試行看護業務調査と並行して養成試行

は、「パスやＧＬの存在と関連づけて
判断できるよう留意点を調査票に書き
込みたい」と答えた。
それでも、星委員は、「特定看護師あ
りきでグレーゾーンの行為に線引きす
ることはパンドラの箱を開けることで
あり、現場は混乱するばかりだ」と、最
後まで反対の論陣を張った。
一方、実態調査と並行して取り組む

「特定看護師養成調査試行事業」に対し
ても、多くの委員から疑問が相次いだ。
神野委員は、「特定医行為が確定して
もいないのに、なぜ、この事業を先行さ
せるのかが分からない。調査結果を見
なければ何を教えるかが分からないで
はないか」と基本的な疑問をぶつけた
が、医政局杉野医事課長の回答は提出
資料をなぞらうものに過ぎなかった。
試行事業には救急看護学会と救急学

会が一体となって参加を検討している
が、大学院以外の手になる研修課程が
事業対象に追加されたことに看護系大
学の委員が強い懸念を示すなど、様々
な思惑が行き交ったWGではあった。
しかし、地に足ついた議論は最後まで
展開されなかった。
座長を務めた昭和大学医学部救急医

学講座の有賀教授が「とにかく先に進
めたい」「まとめは座長に任せてほし
い」と議論の取りまとめに努めた結果、
WGはなんとか「概ね合意」という決着
にたどりついた。
看護業務検討WGは9月に再開され、

実態調査の結果分析を行なう。特定医
行為の範囲、特定看護師の要件、養成
課程の認定基準等は12月中に一定のと
りまとめが予定されている。
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6月28日に診療報酬調査専門組織「医療機関のコスト調査分科会」が1年ぶり
に開かれ、2010年度医療機関部門別収支調査の実施案をまとめた。
10年度の部門別収支調査は、調査手法の精緻化を目的に実施した08年度調査

の方法を踏襲した上で、調査項目を簡素化して実施される。より広範な急性期病
院からデータを集めることによって、得られた原価データの代表制獲得を目指す
ことが今回調査の狙いだ。
厚労省保険局医療課は、「調査回答病院が増え、かつ、医師給与等原価把握を左

右するデータの正確な収集ができれば、次期改定で、医療経済実態調査の補足資
料となる可能性もある」（佐藤医療課長）とみており、部門別収支調査に協力する
急性期病院の機能別・規模別分布や数がどこまで広がるか、その動向に関心を寄
せている。
医療課は、調査標本数の1つのめどとして08年度調査の4倍にあたる500病

院を想定。7月14日に予定されている診療報酬基本問題小委員会の承認を経て、
9月～10月にかけて調査を実施、来年3月をめどに結果をまとめたいとしている。

コスト調査分科会は、2002年7月に成
立した健康保険法等一部改正法の附則
に盛り込まれた「診療報酬体系の見直
し」等に取り組むために、03年3月28日
に閣議決定された方針に「診療報酬体
系に医療機関のコスト等を適切に反映
させる」と明記されたことから、同年7
月かけて中医協の下に設けられた診療
報酬調査専門組織の1分科会として設
置された。
そして、03年度以降、病院のコストを
把握する調査手法の開発に取り組み、病
院医療の収支構造を診療特性の違いを
反映した診療科別収支の積み上げによ
って捕捉する部門別収支調査によって
把握する方法として、診療科別の収支
を求める「一般原価調査」と中央診療部
門の費用を各科に配賦するための係数
を導く「特殊原価調査」からなる調査手
法を確立。08年度に部門別収支調査を

試行的に実施した結果、基本小委（09年
7月29日）から「精度の高いものが確立
した」という評価を得るにいたった。
しかし、08年度の試行調査は、「一

般原価調査」に最後まで協力できた病
院は127と標本数が少なく、しかも、
すべてDPC対象病院および準備病院
と、結果データが日本の病院全体を代
表するものであるかが問われるもので
あった。実際、当初調査に協力を呼び
かけたのは597病院だから、データ提
出に応じることができた病院は2割強
に過ぎない。
その主たる原因は、「職種別の人員

数や給与・賞与」「（非常勤を含む）医
師の給与や勤務時間」「診療科別、部
署別の保険外収益」など、院内の既存
データでは対応できない病院は別途デ
ータを収集する必要があるなど、調査
客体病院の負担が大きいことにある。

勤務医個々の給与と勤務時間は引き続き捕捉

部門別収支調査の普及を図ることが先決

こうしたことから、医療課は、10年
度の部門別収支調査の項目を以下のよ
うに簡素化する案を提示した。
①08年度調査で14区分とした職種分け
を医療経済実態調査の10区分に合わせ
る。
②保険外収益は総額記載とし、診療科
ごとの保険外収益については金額記入
を止めて、科ごとの保険収益や延患者
数といった振分基準を各病院に選択さ
せる方式とする。
③部門毎の延床面積については、各部
署に振り分けることが難しい共有部分
や判断不能なスペースの合計面積を、
「職員数比」などあらかじめ定めた一律
の配賦基準で割り振る。

④診療科別への配賦に用いるための診
療行為実施場所の調査は廃止する。
⑤医師個々の給与は調査せずに総額記
入とする、また、勤務時間割合について
も診療科医師全体について記入する。
⑤の医師給与調査の廃止案について、
事務局は「勤務医一人一人の給与調べ
は（事務職には）難しい、とくに、（研
修時間等の詳細など）勤務時間内訳の
掌握が困難という病院が少なくない」
と説明した。
事務局の簡素化案に対しては、コス

ト調査分科会の委員から、主に、⑤の
医師給与調査廃止に対する異論が続出
した。
「（診療科別の）医師個々の給与は不可

議論の中で、佐藤医療課長は、詳細
かつ精緻なデータを指向する「今の調査
を続けると、先々、すべての病院がデ
ータ提供に参加し、かつ、分析結果が
当てはまるという状況は難しいよう
だ。例えば、職種別の給与すら出てこ
ない病院がある。それどころか、医師
のタイムカードすらない病院があるの
が実態だ。まずは、病院が科学的論理
的な経営をするという意識改革が必要
ではないか」と、データ武装が遅れて
いるわが国病院の現状を嘆いた。
同課長は、「本当に正確なコスト調査

をするのであれば、各病院の中央機能
に、あらゆる原価データが発生主義で
集まるシステムが組まれ、それがASP
（インターネット上に設けられたレンタ
ル利用式のソフトウエア）で分析されて
いくようなインフラも1つの方法だ。あ
るいはモデル病院を選んで、そのデー
タをモデル値として採用する方法もあ
る」という認識を披露。オンラインとオ
フラインあるいは紙媒体と電子媒体が
交錯するわが国病院の情報システム整
備が道半ばであることを理由に、医療
機関のコスト把握に悲観的な意見をも
っていることをうかがわせた。

部門別原価調査を中長期的な視点か
ら評価する医療課は、10年度調査結果
を、よくて「医療経済実態調査の補足
資料」と位置づけている。
優良経営医療機関のデータから収支

傾向の推移をみる実調からは、収入に
合わせた原価削減努力の跡はうかがえ
るが、安全と質を担保した医療を実践
するコストは読めない。しかし、実調
結果を基礎資料に改定を査定するアナ
クロニズムが半世紀も続いている。
猪口委員は、「今言えることは、ほと
んどの病院が自院コストを理解してい
ないということだ。各病院は、単に公
定価格にもとづく収入に合わせて身の
丈を整えているにすぎない」と、わが国
医業経営の欠陥を簡潔に言い表わした。
その上で、「いたずらに精緻化を図

ろうとすると対象病院は少なくなる。
ある程度ザックリしたものでもよいか
ら、多様な病院のコストデータを知る
ことから、つまり、バイアスをかけず
に調べる中からコストと診療報酬に関
する検討を始め、先に進めるべきでは
ないか」と論じ、理想追求はともかく、
まずは部門別収支調査の普及を図るこ
とが先決であると訴えた。

欠。病院で掌握できな
いはずはない」と、猪口
雄二委員（医療法人財団
寿康会理事長・全日病副会長）は医師給
与データの収集を強く求めた。
日本私立医科大学協会の小山委員（東
邦大学医学部教授）も「病院が医師個々
の給与を把握してないとは考えにくい」
と猪口委員の意見に同調。さらに、「病
院における勤務時間の掌握は、この2、
3年に進んできている。（私大病院の）医
局では教育研究と診療を分けてコスト
調査をしている」と説明した。
国公立については、「業務領域が複雑
に絡み合っているので区分上難しい面
はあるが、データはある筈だ」と指摘
する声があがった。西岡委員（横浜市立
みなと赤十字病院院長）も「医師給与デ
ータを出せない病院はおかしいというぐ
らいの姿勢で臨むべきではないか」と論
難した。
こうした結果、事務局案のうち、勤

務医の給与と勤務時間に関する調査項
目は08年度調査を踏襲して一人一人の

数字を捕捉することで合意した。
一方、病院に対する補助金等につい

て、医業収益もしくは医業外収益いず
れに計上すべきかで意見のやりとりが
行なわれた。
事務局の回答は「補助金等の収入は

医業外収益に計上する」というもの。
しかし、複数の委員から「補助金等の
性格に応じて計上すべきではないか」
という疑問が示された。
猪口委員は「インフルエンザにかか

わる補助金、救急に対する補助金、治
験など保険外の収入は色々あり、各病
院ともどう取り扱うべきか迷ってい
る。何らかの指針を示さないと難しい
のではないか」と提起した。
また、石井委員（公認会計士）は、部門
別収支結果のデータから「控除対象外消
費税等負担額」が算出できるように費
目区分を整え、今後の損税対策に活か
すことも検討すべきであると提起した。

根拠ある入院基本料へ調査・検証を要望
医療課は部門別原価調査の本格的実施を検討日病協

日本病院団体協議会（日病協）は6
月22日、「根拠にもとづいた点数設定
に向けた調査・検証を早急に開始す
る」ことを求める厚生労働省保険局長
宛の要望書を医療課に提出した。診療
報酬実務者会議の猪口雄二委員長（全
日病副会長）および日病協議長を務め
る邉見公雄全国自治体病院協議会会長
（中医協委員）が、佐藤敏信医療課長
および渡辺由美子保険医療企画調査室
長に手渡した。
要望書は次期改定に向けた議論を開

始している日病協・診療報酬実務者会
議がまとめたもの。「現行の診療報酬
とくに入院基本料は根拠に基づいた点
数設定とはなっていない」ことから、
「人件費・施設整備費等の横断的調査、
検証による“根拠に基づく診療報酬の
算定方式の創設”が必須である」とし
て、中医協傘下の「診療報酬調査専門

組織・医療機関のコスト調査分科会
等、専門的な組織での調査、検証を早

急に開始すること」を求めている。
佐藤医療課長は要望書の主旨に理解

を示し、「コスト調査分科会が昨年そ
の方法論をまとめた部門別原価調査の
次の調査を予定している。調査対象の
病院数をどう拡大できるか、色々工夫
を考えている」と述べ、今年度に部門
別原価調査の実施をする方針を明らか
にした。

4疾病・5事業への会員病院参加状況を調査
医療制度・税制委員会 医療連携体制の問題点を把握、第6次医療法改正に備える

全日病の医療制度・税制委員会（小松
寛治委員長）は、2006年度の第5次医療
法改正で都道府県医療計画に記載が義
務づけられた4疾病・5事業を対象とし
た医療連携体制について、会員病院に
おける実情を把握する調査を実施する。
すでに調査票は6月末までに全会員

病院に送付を終えている。
08年度を期して施行された新医療計

画には4疾病・5事業に関する目標値や
連携体制をとる医療機関名が記載され
ているが、その内容は都道府県によっ

てまちまちなところから、有名無実と
いう評価も出ているのが実状。
しかし、08年度、10年度と2度にわ

たる診療報酬改定で医療計画に記載さ
れた連携体制の有無を要件とした項目
が導入されたほか、10年度改定では、
DPC対象病院に大きな影響を及ぼす
「地域医療指数」加算が部分的に導入
されるにいたっている。
こうしたことから、医療制度・税制委

員会は、各地で会員病院がどの程度医
療連携体制に参加できているか、また、

医療計画に記載されているか、その実
態を探ることにしたもの。同時に、医
療連携体制に参加する上のハードルの
現状と参加するための各病院の課題に
ついてもたずねる。
同委員会では、すでに全都道府県が

策定した医療計画の収集を終えてお
り、この調査結果を含めて、今後、次
期医療法改正に向けた要望事項の参考
資料に付すとともに、提言づくりの基
礎資料とする方針だ。

医療機関部門別収支調査 回答500病院を想定。「代表性を得れば実調の補助資料になる」

調査項目を簡素化調査項目を簡素化、対象病院を拡げて秋口に実施対象病院を拡げて秋口に実施調査項目を簡素化、対象病院を拡げて秋口に実施



看護業務実態調査

【コース】（1）修士課程 （2）研修課程

○教育目的 ○カリキュラム ○医行為の実習

〈申請時〉
　教育内容、教育方法、実習施設概要　等

〈実施状況の報告〉
　安全面の課題、学生の履修状況、実習時のインシデント・
　アクシデント　等
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　等を調整

・「特定の医行為」の候補を踏まえ
　て、カリキュラムの内容等を調整

○将来的に、一般の看護師が実施可
　能と想定される医行為の範囲

○将来的に、特定看護師（仮称）が
　実施可能と想定される医行為の
　範囲

○看護師が現在行なっている業務の
　中で、他職種による実施が適当と
　考えられる業務

（事業の実施状況等により、来年度以降も継続して募集・実施）
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日病協

複数科受診について実態調査を実施
2012年度診療報酬改定に向けたデータ収集の一環

「同一日の複数科受診における初再診
料の算定」を次期改定重要課題の１つ
に掲げる日本病院団体協議会（日病協）
は、各病院で複数科の受診がどのくら
いの数になっているか、その実態調査
を実施する。6月24日の日病協代表者会
議で決定した。
「同一病院同一日の複数科受診」にお
ける初再診料は、長い間、2つ目以降の
科の算定がまったく認められてこなか
った。そのため、2005年、結成まもな
い日病協に設置された診療報酬実務者
会議は初再診料の算定を強く求めるこ

とで一致、06年度改定の要望課題の1
つに取り上げた。
これに対して、厚労省の医療課は複

数科受診に関する実態データの提出を
求めたため、日病協は05年11月に急遽
「複数科受診状況調査」を実施。その結
果、06年度改定において、2つ目の受
診科について初診料に限り50%の算定
が認められたという経緯がある。
日病協は、その後も改定要望で、複

数科受診における、とくに再診料の算
定を求めてきたが、再診料の病診格差
是正や外来管理加算の議論が先行する

中で省みられずにきたのが実態だ。
次期改定に向けた検討を開始してい

る日病協の診療報酬実務者会議（委員
長・猪口雄二全日病副会長）は、2012年
度改定の重要課題の1つに複数科受診
の問題を位置づけており、このほど、
その実態を捕捉するために傘下病院を
対象とした調査の実施を決めたもの。
複数科受診の問題は、10年度改定答

申書の付帯意見に書き込まれた次期改
定への検討事項の1つに「再診料等基
本診療料のあり方」というかたちで盛
り込まれているが、診療側委員は5月

26日の中医協総会に提出した「次期診
療報酬改定に向けた今後の検討課題に
関する提案」で、前出付帯意見の「基
本診療料のあり方」を構成する具体的
検討項目の冒頭に取り上げている。
「複数科受診」に関する調査項目は、
①初再診料の患者数と算定内容、②同
一日複数科受診の患者数、からなる。
日病協は、複数科受診患者数等から算
定できていない診療報酬額を推定、病
院経営に与えている影響度合いを探る
考えでいる。
調査は各病院団体の判断で標本数を

定めて個別に実施するが、全日病は
200病院を抽出して調査票を送る方針。
7月早々に調査票を発送、8月末を期限
に回答を求める。

「看護業務実態調査」の概要　　※1面記事を参照 特定看護師養成調査試行事業実施要綱　　※1面記事を参照

●「特定の医行為として想定される行為
例」等（下掲）について以下の項目を調
査する。
・現在、看護師（認定看護師・専門看護
師）が実施しているか否か
・今後、一般の看護師が実施すること
が可能と考えられるか否か
・今後、特定看護師制度の創設に伴い、
特定看護師が実施することが可能と考
えられるか否か
看護師が現在行っている業務の中で、
他職種による実施が適当と考えられる
業務についても調査。
●調査対象・方法
（1）医療機関等に勤務する医師・看護師
①特定機能病院　 83施設（100%）

②病院（規模別）1,800施設（20%抽出）
①②とも、急性期・慢性期の領域別

に、医師は診療責任者及び担当医長が
回答。看護師は看護師長及び主任・副
師長が回答。
③診療所 600施設（診療所の5%抽出）
有床診および在宅療養支援診療所が

対象。医師及び看護師が回答
④訪間看護ステーション　

500か所（10%抽出）
看護師の代表者が回答
⑤専門看護師・認定看護師　
専門看護師は全数、認定看護師は

20%抽出。本人が回答
（2）各種団体、関係学会の代表者（聞き
取り調査）

□試行内容
（1）修士課程調査試行事業
一定の基準を満たす修士課程を「特

定看護師養成調査試行事業実施課程
（修士）」に指定し、当該課程からカリ
キュラムの内容や実習の実施状況等に
関する情報の報告を受ける。
（2）研修課程調査試行事業
一定の基準を満たす研修課程等（看

護師を対象として学会や研修センター
等が実施するもの）を「特定看護師養成
調査試行事業実施課程（研修）」に指定
し、当該課程からカリキュラムの内容
や実習の実施状況等に関する情報の報
告を受ける。

「特定看護師養成調査試行事業実施課
程」では、「診療の補助」の範囲に含まれ
ているかどうか不明確な行為について
実習して差し支えないこととする。
□実施方法
指定の申請期間は6月から8月までと

する。申請のあった教育・研修課程は、
順次、書面によって内容を確認、特段
の問題がない限り「特定看護師養成調
査試行事業実施課程（修士・研修）」に指
定することとする。
本事業の実施期間は、当面、2011年

3月までとする。なお、事業の実施状況
等によっては、11年4月以降も継続し
て募集・実施する。

重症度評価や治療効果判定のための採血の実施の決定、実施、判断
動脈ラインからの採血
直接動脈穿刺による採血
動脈ラインの抜去・圧迫止血
動脈血血液ガス検査の実施の決定、実施、判断
トリアージのための検体検査の実施の決定、実施、判断
治療効果判定のための検体検査の実施の決定、実施、判断
手術前検査の実施の決定、実施、判断
単純X線撮影の実施の決定、画像判断
CT、MRI検査の実施の決定、画像判断
術後消化管透視検査の実施の決定
造影剤使用検査時の造影剤の投与
IVR時の造影剤の投与
IVR時の動脈穿刺、カテーテル挿入・抜去の一部実施
経腹部的膀胱超音波検査(残尿測定目的)の実施の決定、実施、判断
腹部超音波検査の実施の決定、実施及び所見の記述、判断
心臓超音波検査の実施の決定、実施及び所見の記述、判断
頸動脈超音波検査の実施の決定、実施及び所見の記述、判断
表在超音波検査の実施の決定、実施及び所見の記述、判断
下肢血管超音波の実施の決定、実施及び所見の記述、判断
術後下肢動脈ドップラー検査の実施の決定、実施、判断
12誘導心電図検査の実施の決定、実施及び所見の記述、判断
感染症検査(インフルエンザ・ノロウィルス等)の実施の決定、実施、判断
薬剤感受性検査実施の判断、決定
真菌検査の実施の判断、決定
微生物学検査実施の判断、決定
微生物学検査の実施：スワブ法
スパイロメトリーの実施の決定、実施及び所見の記述、判断
直腸内圧測定・肛門内圧測定実施の決定、直腸内圧測定・肛門内圧測定の
実施
膀胱内圧測定実施時期の判断、実施
動脈脈波伝播速度検査(PWV)の実施の判断・決定
脈波(ABI/PWV)検査の実施の決定、実施及び所見の記述、判断
足病変の検査(ABI/PWV)の実施の決定、実施及び所見の記述、判断
血流評価検査(SPP、ABI)の実施の決定、実施及び所見の記述、判断
骨密度検査(超音波検査)の実施の決定、実施及び所見の記述、判断
嚥下造影の実施の決定、判断
嚥下内視鏡検査の実施の決定、実施及び所見の記述、判断
腰椎穿刺
骨髄穿刺
眼底検査の実施の決定、実施及び所見の記述、判断
神経検査の実施の決定、実施及び所見の記述、判断

酸素投与の開始、中止、投与量の調整の判断
気管カニューレの選択・交換
気管切開
経皮的気管穿刺針(トラヘルパー等)の挿入
挿管チューブの位置調節(深さの調整)
経口・経鼻挿管の実施
経口・経鼻挿管チューブの抜管
人工呼吸器モードの設定・変更の判断・実施
人工呼吸管理下の鎮静管理
人工呼吸器装着中の患者のウイニングスケジュール作成と実施
小児の人工呼吸器の選択：HFO対応か否か
NPPV開始、中止、モード設定

創部洗浄・消毒
褥瘡の壊死組織のデブリードマン
浣腸の実施の決定
巻爪処置(ニッパー、ワイヤーを用いた処置)
胼胝・鶏眼処置(コーンカッター等用いた処置)
皮下膿瘍の切開・排膿(皮下組織まで)
創傷の陰圧閉鎖療法の実施
表創(非感染創)の縫合(皮下組織まで)
表創(非感染創)の縫合(皮下組織～筋層まで)
バイポーラメスによる止血(褥瘡部)
医療用ホッチキス(スキンステープラー)の使用
体表面創の抜糸・抜鉤
動脈ライン確保
末梢静脈挿入式静脈カテーテル(PICC)※ 挿入
*PICC:肘の静脈(尺側皮静脈、橈側皮静脈、肘正中皮静脈など)を穿刺して
長いカテーテルを挿入し、窩寓静脈、鎖骨下静脈を経由して上大静脈に先
端を位置させる。超音波検査により静脈の走行、状態を確認し、エコーガ
イド下で静脈を穿刺するので、安全性は高い。肘の屈曲にかかわらず安定
した輸液速度が保てること、穿刺時の安全性が高い。
中心静脈カテーテル挿入
中心静脈カテーテル抜去
膵管・胆管チューブの管理、チューブの入れ替え
膵管・胆管チューブの管理、チューブの抜去
腹腔穿刺(一時的なカテーテル留置を含む)
腹腔ドレーン抜去
胸腔穿刺
胸腔ドレーン抜去
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飲水の開始・中止の決定
食事の開始・中止の決定
治療食(経腸栄養含む)内容の決定・変更
腸ろうの管理、チューブの入れ替え
胃ろう、腸ろうのチューブ抜去
経管栄養用の胃管の挿入、入れ替え
胃ろうチューブの交換
膀胱ろうカテーテルの交換
安静度・活動や清潔の範囲の決定

全身麻酔の導入
術中の麻酔・呼吸・循環管理(麻酔深度の調節、薬剤・酸素投与濃度、輸
液量等の調整)
麻酔の覚醒
局所麻酔(硬膜外・腰椎)
麻酔の補足説明：“麻酔医による患者とのリスク共有も含む説明"を補足す
る時間をかけた説明
硬膜外チューブの抜去
皮膚表面の麻酔(注射)
手術執刀までの準備(体位、消毒)
手術の第一助手(手術時の臓器や手術器械の把持及び保持)
手術の第二助手(手術時の臓器や手術器械の把持及び保持)
気管切開等の小手術助手(手術時の臓器や手術器械の把持及び保持)
手術の補足説明 :“ 術者による患者とのリスク共有も含む説明"を補足する
時間をかけた説明
術前サマリーの作成
手術サマリーの作成

高血糖時のインスリン投与量の判断、一時中止の決定
低血糖時のブドウ糖投与
脱水の判断と補正(点滴)
末梢血管静脈ルートの確保と輸液剤の投与
心肺停止患者への気道確保、マスク換気
心肺停止患者への電気的除細動実施
除細動器による電気的除細動の実施
血液透析・CHDFの操作、管理

予防接種の実施判断と実施
特定健診などの健康診査の実施
子宮頸がん検診：細胞診のオーダ(一次スクリーニング)、検体採取
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胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更
心嚢ドレーン抜去
PTCDチューブ等の留置チューブの洗浄
創部ドレーン抜去
一時的ペースメーカーの操作・管理
一時的ペースメーカーの抜去
PCPS等補助循環の管理・操作
大動脈バルーンパンピングチューブの抜去
小児のCT・MRI検査時の鎮静
小児の臍カテ：臍動脈の輸液路確保
救急時の輸液路確保目的の骨髄穿刺(小児)
幹細胞移植：接続と滴数調整
関節穿刺

■調査の対象となる医行為の項目
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前立腺がん検診：触診・PSAオーダ(一次スクリーニング)
大腸がん検診：便潜血オーダ
乳がん検診：視診・触診(一次スクリーニング)

化学療法副作用出現時の症状緩和の薬剤選択、処置
抗癌剤等の皮下漏出時のステロイド薬の選択、局所注射の実施
放射線治療による副作用出現時の外用薬の選択
副作用症状の確認による薬剤の中止、減量、変更の決定
指示された期間内に薬がなくなった場合の継続薬剤(全般)の投薬指示
創傷の皮膚保護剤(抗白癬薬、角質治療薬等の外用薬)の選択・使用の決定
薬物血中濃度(TDM)のオーダ
創傷被覆材(ドレッシング材)の選択、使用
ネブライザーの開始、使用薬液の選択
創傷治癒のための外用剤の選択
感染徴候時の薬物(抗生剤等)の選択(全身投与、局所投与等)
以下の薬剤の選択
　下剤(坐薬も含む)
　胃薬
　整腸剤
　止痢剤
　鎮痛剤
　解熱剤
　去痰剤(小児)
　抗けいれん薬(小児)
　インフルエンザ薬
　外用薬の選択・使用
　排尿障害治療薬
糖尿病治療継続薬の患者状態に応じた服薬可否の判断
硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与(投与量の調整)
自己血糖測定開始の決定
抗菌剤開始時期の決定、変更時期の決定
基本的な輸液:糖質輸液、電解質輸液、高カロリー輸液の実施
痛みの強さや副作用症状に応じたオピオイドの投与量・用法調整、想定さ
れたオピオイドローテーションの実施時期決定：WHO方式がん疼痛治療
法等
痛みの強さや副作用症状に応じた非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投与
量・用法調整：WHO方式がん疼痛治療法等
がんの転移、浸潤に伴う苦痛症状のための薬剤の選択と評価

四肢の創傷に伴う骨折、筋損傷、神経損傷に関する判断
訪問看護の必要性の判断、依頼
日々の経過の補足説明(時間をかけた説明)
リハビリテーション（嚥下、呼吸、運動機能アップ等）の必要性の判断、
依頼
理学療法士・健康運動指導士への運動指導依頼
整形外科領域の補助具の決定、注文
他科への診療依頼
他科・他院への診療情報提供書作成(紹介および返信)
在宅で終末期ケアを実施してきた患者の死亡確認
退院サマリーの作成
患者・家族・医療従事者教育
栄養士への食事指導依頼(既存の指示内容で)
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ほとんどの政党が診療報酬・医療費増額を公約
医師数増加もほぼ各党共通。民主・自民で介護報酬に微妙な違い

6月24日に第22回参議院選挙が公示
され、7月11日の投開票に向けた選挙
運動が始まった。政権与党の民主党は
改選数54議席の確保を目標に掲げてい
るが、仮に目標をクリアしても非改選
62議席と合わせて116議席にとどまり、
過半数122議席には届かない。したが
って、単独過半数となる60議席を獲得
するか、連立を組む国民新党が改選数
3を積み増した議席を確保できなけれ
ば、引き続きねじれ国会が続いて、重
要法案の成立に大きな影響が生じる。
主要各党の公約をみると、「新党改

革」「たちあがれ日本」を除く各党が、
診療報酬の引き上げもしくは充実ある
いは医療費の増加に触れている。医師
数に関しては、公明党と「たちあがれ
日本」を除いた各党とも、その増加の
必要を認めている。
介護分野については、民主党は「ヘ

ルパーなどの給与引き上げ」に取り組
むとして、介護報酬引き上げの方向を
示唆するにとどまったが、自民党は
「次期改定で介護報酬を大幅に引き上
げる」と明言している。ただし、他党

の力の入れようは、診療報酬・医療費
ほどではない。
政権与党として初めてのマニフェス

トをまとめた民主党は、2009年夏の衆
院選で公約したマニフェスト諸項目の
進捗状況を発表している。
それによると、実現をうたった政策

179件のうち、「実施」が35件、「一部実
施」が59件、「着手済み」が70件となっ
ており、「未着手」は15件としている。
「実施」の中には「10年ぶりの診療報
酬の増額」などによって「社会保障予
算を9.8%増額した」ことが記載されて
いる。さらに、「社会保障費2200億円
削減の撤廃」を実施政策の実績として
あげている。

・特養や介護療養型医療施設等を倍に増やす。介護報酬を引き上げる。
・公的病院の統廃合に歯止めをかけ地域の病院を守る。
・OECD平均並みに医師を増やし、人的配置や技術等の診療報酬を上げる。

・医療、介護、保育分野で300万人以上の新規雇用を創出する。
・医療保険や介護保険の自己負担額を軽減する。

・医療費を対GDP比10％を超える程度まで引き上げる。医師数をOECD平均
　並みの人口千人あたり3人に増やす。

自由民主党

民主党

公明党

共産党

国民新党

新党改革

社民党

たちあがれ
日本

みんなの党

・診療報酬の大幅引き上げによる、医学部定員増員、臨床研修医制度見直し、
　勤務医の処遇改善、診療所の役割強化、医師偏在是正等を実施する。
・1000人の「県境なき医師団」を結成、医師不足地域に派遣する。
・公立病院に対する地方交付税による支援措置を増額する。
・子供の医療費無料化と出産一時金を60万円へ拡充する。
・医療安全調査会（仮称）の設置を検討する。
・介護報酬を大幅に引き上げる。

・診療報酬の引き上げに引き続き取り組む。
・医師不足解消に向けて、医師を1.5倍に増やすことを目標に医学部学生を増
　やす。看護師など医療従事者の増員に引き続き取り組む。
・新型インフルエンザ対策としてのワクチン接種体制の強化、がんの予防・検
　診体制の強化、肝炎治療に対する支援などに集中的に取り組む。
・ヘルパーなどの給与引き上げに引き続き取り組み、介護の人材を確保する。
・在宅医療、訪問看護、在宅介護、在宅リハなどを推進、地域で安心して生活
　できる環境を整備、家族など実際に介護にあたっている人を支援する。　

・高額療養費制度について、負担上限額の引き下げや世帯合算などの見直しを
　進める。
・救命救急で医師が現場に駆けつけて治療する「15分ルール」を確立する。
・開業医との連携強化や勤務医の負担軽減を進め、地域拠点病院の医師不足の
　解消に取り組む。医師が不足している救急・産科・小児科・麻酔科などの診
　療報酬を大幅増額する。

・病床削減、廃止計画を中止・撤回させ、必要なベッドをまもる。
・自治体を給付費削減競争に動員する仕組みを撤廃させる。
・ＯＥＣＤ加盟国平均並みの医師数にする。
・医療の安全・質の向上、医療従事者の労働条件改善、産科・小児科・救急医
　療の充実などにかかわる診療報酬を引き上げる。

・医療保険制度の一元化とOECD並み医療費の確保を行なう。
・患者の窓口負担を上限20％に軽減する。
・公的な医療事故調査機関を創設、無過失補償制度を確立する。
・医師不足地域や診療科の報酬体系や補助制度の充実を図る。介護職員の待遇
　改善を図る。

・「安心と希望の医療確保ビジョン（2008年6月」の実現を加速させ、医師数
　の増加、医師の勤務環境の改善など医療の改善を実現する。
・医療・介護関連のデーターベースの公開・連結を行なう。

□医療に関する各党の公約（要旨）

第22回参議院選挙

7月11日投票の参議院選挙が公示、
安藤たかお候補は銀座で第一声。
「現場の声が医療再建を可能とする」
100名の支援者・市民が耳を傾ける!

7月11日に投票が行なわれる第22回
参議院選挙に民主党公認で比例代表区
に立候補した安藤たかお氏（医療法人
社団永生会理事長、全日病副会長）は、
6月24日の昼に、東京を代表する繁華
街の銀座・数寄屋橋で第一声をあげた。

近くで他党立候補者の選挙演説が聞
かれる中、安藤たかお陣営の選挙カー
は100名を超える支援者と一般市民に
囲まれ、その外側を、イメージカラー
であるオレンジ色に染められたTシャ
ツとタオルをまとって歩行者にビラを

配る大勢の運動員が取り囲む光景が生
まれた。その熱気は他党候補者を明ら
かに凌駕していた。
原中勝征日本医師会長を皮切りに、初
鹿明博衆議院議員ほか6名の民主党国
会議員が次々と応援演説に立ち、「医療
と介護を再生・強化するためにはその力
が欠かせない」「現場の声を反映させる
ことこそ医療再建を可能とする」など、安
藤たかお候補をぜひ当選させてほしい
と、街頭を行き交う人々に力強く訴えた。
そして、阿久津幸彦内閣総理大臣補

佐官が民主党応援演説の最後を締め括
り、日焼けした顔にスマイルを絶やさ
ぬ安藤たかお氏にマイクを手渡した。
「私はオバマさんから推薦状をいただ
きました…。福井県小浜市の…」と、
開口一番のジョークで聴衆を笑いの渦
に巻き込んだ安藤たかお氏は、それま
での絶叫型弁士とは異なり、いつもの、
よく通る、しかし力の入った、聞き取
りやすい声で人々に語りかけた。

「医療から介護までの主要団体がまと
まって私を推薦してくれました。国政
選挙の長い歴史で初めてのことです。
それだけ熱い期待、願いを感じていま
す。40日で36の都道府県を回りました。
各地とも深刻な人手不足に陥っていま
す。その背景には様々な要因がありま
すが、その一つ一つにきちんと対応し
て事態の改善に努めなければなりませ
ん。しかし、基本的には、政権与党と
して、この全体状況を大きく変える政
策を打ち出さなくてはなりません。そ
の中で、一番大切なことは、現場の声
をできるだけ政治に反映させることで
す。現場の風と匂いが届かずして、絶
対、よい医療と介護は実現しません。
現場の声を代表して届けるために、私
を国政に送り出していただきたい」
安藤たかお氏の落ち着いた声に立ち

止まって耳を傾ける歩行者も出るな
ど、全国遊説の第一声は大いなる盛り
上がりをみせた。

上限12億円や借り換え融資への対応等を要望
四病協 福祉医療機構にさらなる融資支援を求める。被災時等の緊急融資も

四病院団体協議会（四病協）は福祉医
療機構にさらなる融資拡大を求める要
望書を提出する。6月23日の総合部会で
決定した。
福祉医療機構に対して、四病協は、融

資枠の大幅拡大、返済期間の長期化、担
保条件の見直しなど、経営逼迫にあえ
ぐ病院に対する新たな融資制度の創設
を求め（2009年3月）、2009年度に「経営
安定化資金」の改変というかたちで要
望の骨子が実現されている。

今回の要望は、融資枠を1億円から
7.2億円にまで広げた前回改変を「医療
機関の存続に寄与した」と評価した上
で、その後も安定しない病院経営に対
するさらなるてこ入れとして、融資上
限を12億円にまで拡大するなどの支援
を求める内容になっている。
とくに、借り換え融資ができるよう

「抵当権順位1位以下での融資」や「期限
前返済時違約金の廃止」を要望事項に
取り上げた。

四病協要望書「福祉医療機構による医療機関への融資拡大」 要旨

○経営安定化資金融資制度の存続とさ
らなる上限の引き上げ（現行7.2億円よ
り12億円程度へ）
○融資手続きの簡素化と抵当権設定等の

弾力的運用
・審査期間の短縮化と必要書類の簡素化
・抵当権順位1位以下でも融資可能と
すること

・期限前返済時違約金の廃止
○融資対象の拡大
・高額医療機器の現物担保による融資
制度の確立
・建物整備資金に対する、償却期間を
参考にした償還期間の延長

・土地取得資金の上限拡大（病床数確
保に必要な土地面積について、土地取
得費の実勢価格を重視した融資とする）
○緊急時等、無担保・低金利融資の実行
・新型インフルエンザ等の発生による
病院機能麻痺に対する緊急融資
・災害被災医療機関に対する緊急融資
・耐震化施設整備にかかわる優遇融資
制度の拡大

四病協 2011年度税制改正要望をまとめる
四病院団体協議会は6月23日の総合

部会で2011年度税制改正要望（重点事
項）をとりまとめた。民主党、厚生労働
省ほかに提出する。
11年度税制改正に対する要望事項は

昨年度要望と基本的内容は変わってい
ないが、「消費税の原則課税」に代え
て「事業税特例措置の存続」を要望事
項の筆頭にあげている。ただし、事業

税特例措置の拡充を求める項目は削除
した。
また、社会的医療法人に関しては、

①法人税の非課税範囲を附帯業務にま
で拡げること、②固定資産税の非課税
範囲を拡大することを追加する一方、
「寄付金の損金不算入」を求める部分を
削除した。

▲マニフェストを発表する民主党執行部


